
○                                            ○ 
 
 
 

令 和 ４ 年 
 
 

 

第４回海老名市議会定例会 
 

 
 
 

議 案 書 

＜ 案 ＞ 

 
 
 
 
 
 
 

                                              
○ ○ 

 
 
 



 



議事日程第１号（令和４年第４回海老名市議会定例会第１日） 

 

令和４年１２月１日（木）午前９時３０分開議 

 

日程第１  議員提出議案第１号 海老名市議会の個人情報の保護に関する条例の制定につ

いて 

日程第２  議案第７８号 海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条

例の制定について 

日程第３  議案第７９号 海老名市個人情報保護審査会条例の制定について 

日程第４  議案第８０号 海老名市特別会計条例の制定について 

日程第５  議案第８１号 海老名市一般職の職員の定年等に関する条例等の一部改

正等について 

日程第６  議案第８２号 指定管理者の指定について（海老名市立総合福祉会館） 

日程第７  議案第８３号 指定管理者の指定について（海老名市障害者第一デイサ

ービスセンター・海老名市障害者第二デイサービスセン

ター） 

日程第８  議案第８４号 指定管理者の指定について（海老名市障害者支援センタ

ーあきば） 

日程第９  議案第８５号 指定管理者の指定の期間の変更について（海老名市立わ

かば会館） 

日程第１０ 議案第８６号 令和４年度海老名市一般会計補正予算（第１１号） 

日程第１１ 議案第８７号 令和４年度海老名市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号） 

日程第１２ 議案第８８号 令和４年度海老名市介護保険事業特別会計補正予算（第

３号） 

日程第１３ 議案第８９号 令和４年度海老名市後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第２号） 



日程第１４ 議案第９０号 令和４年度海老名市公共下水道事業会計補正予算（第２

号） 

日程第１５ 議案第９１号 令和４年度海老名市公共用地先行取得事業特別会計予算 

 



 



議員提出議案第１号 

 

海老名市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 

 

海老名市議会の個人情報の保護に関する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

令和４年１２月１日提出 

 

 

 

             提出者 海老名市議会議員  森 下 賢 人  

           賛成者    同      戸 澤 幸 雄  

              同     同      相 原 志 穂  

          同     同      た ち 登志子  

 

                 

                                                               

 

 

 

 

 

提案理由 

個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、海老名市議会における個人情報の保護

に関し必要な事項を定めたいため 

1



   海老名市議会の個人情報の保護に関する条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 個人情報等の取扱い（第４条―第１６条） 

第３章 個人情報ファイル（第１７条） 

第４章 開示、訂正及び利用停止 

第１節 開示（第１８条―第３０条） 

第２節 訂正（第３１条―第３７条） 

第３節 利用停止（第３８条―第４３条） 

第４節 審査請求（第４４条―第４６条） 

第５章 雑則（第４７条―第５２条） 

第６章 罰則（第５３条―第５７条） 

附則 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、海老名市議会（以下「議会」という。）における個人情報の適

正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、

訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適

正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、

次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

 (１) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電

磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式をいう。次項第２号において同じ。）で作られる記

録をいう。以下同じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その

2



他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。以下

同じ。）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照

合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる

ものを含む。） 

 (２) 個人識別符号が含まれるもの 

２ この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、

番号、記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。 

(１) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文

字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができ

るもの 

(２) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割

り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは

電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利

用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当

てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しく

は購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの 

３ この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病

歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見

その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が

定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

４ この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員（以下この章から

第３章まで及び第６章において「職員」という。）が職務上作成し、又は取得した

個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているもの

をいう。ただし、海老名市情報公開条例（平成１４年条例第３２号。以下「情報公

開条例」という。）第２条第２号に規定する行政文書（以下「行政文書」という。 

）に記録されているものに限る。 

５ この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物

3



であって、次に掲げるものをいう。 

(１) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を、電子計算機を用

いて検索することができるように体系的に構成したもの 

(２) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月

日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができる

ように体系的に構成したもの 

６ この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される

特定の個人をいう。 

７ この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応

じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別す

ることができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 

(１) 第１項第１号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を

削除すること（当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方

法により他の記述等に置き換えることを含む。）。 

(２) 第１項第２号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の

全部を削除すること（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有し

ない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。 

８ この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応

じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個

人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元するこ

とができないようにしたものをいう。 

(１) 第１項第１号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を

削除すること（当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方

法により他の記述等に置き換えることを含む。）。 

(２) 第１項第２号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の

全部を削除すること（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有し

ない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。 
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９ この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、

個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。 

10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号利用法 

」という。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得し

た特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有してい

るものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。 

12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法（平成１１年法

律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）別表第１に掲げる法人をい

う。 

13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法（平成１５年

法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。 

（議会の責務） 

第３条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置

を講ずるものとする。 

第２章 個人情報等の取扱い 

（個人情報の保有の制限等） 

第４条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含む。第１２条第

２項第２号及び第３号並びに第４章において同じ。）の規定によりその権限に属す

る事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定

しなければならない。 

２ 議会は、前項の規定により特定された利用の目的（以下「利用目的」という。）

の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 

３ 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有す

ると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 
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（利用目的の明示） 

第５条 議会は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当該本人の

個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、そ

の利用目的を明示しなければならない。 

(１) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

(２) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産

その他の権利利益を害するおそれがあるとき。 

(３) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公

共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるとき。 

(４) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 

（不適正な利用の禁止） 

第６条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法によ

り個人情報を利用してはならない。 

 （適正な取得） 

第７条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 

（正確性の確保） 

第８条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の

事実と合致するよう努めなければならない。 

（安全管理措置） 

第９条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報

の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２ 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託

を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いにおい

て準用する。 

（従事者の義務） 

第１０条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第２項の
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業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱い

に従事している派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第２号に規定する派遣労働

者をいう。以下この条及び第５３条において同じ。）若しくは従事していた派遣労

働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は

不当な目的に利用してはならない。 

（漏えい等の通知） 

第１１条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全

の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその

定めるものが生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が生 

じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、 

この限りでない。 

(１) 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要な

これに代わるべき措置をとるとき。 

(２) 当該保有個人情報に第２０条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。 

（利用及び提供の制限） 

第１２条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人

情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供する

ことができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、

又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれが

あると認められるときは、この限りでない。 

(１) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

(２) 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個

人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することにつ

いて相当の理由があるとき。 
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(３) 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価

審査委員会若しくは消防長、他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設

立した地方独立行政法人、法第２条第８項に規定する行政機関又は独立行政法

人等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者

が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利

用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保

有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利

益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由がある

とき。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を

妨げるものではない。 

４ 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個

人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局の特

定の職員に限るものとする。 

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号から第４号まで及び第２９条の規定

は適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規

定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。 

第12条第１項 法令に基づく場合を除き、

利用目的以外の目的 

利用目的以外の目的 

 

 自ら利用し、又は提供して

はならない 

自ら利用してはならない 

第12条第２項  自ら利用し、又は提供する 自ら利用する 

第12条第２項第１

号 

本人の同意があるとき、又

は本人に提供するとき 

人の生命、身体又は財産の保

護のために必要がある場合で

あって、本人の同意があり、

又は本人の同意を得ることが 
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  困難であるとき 

第38条第１項第１

号 

又は第12条第１項及び第２

項の規定に違反して利用さ

れているとき 

第12条第５項の規定により読

み替えて適用する同条第１項

及び第２項（第１号に係る部

分に限る。）の規定に違反し

て利用されているとき、番号

利用法第20条の規定に違反し

て収集され、若しくは保管さ

れているとき、又は番号利用

法第29条の規定に違反して作

成された特定個人情報ファイ

ル（番号利用法第２条第９項

に規定する特定個人情報ファ

イルをいう。）に記録されて

いるとき 

第38条第１項第２

号 

第12条第１項及び第２項 番号利用法第19条 

 

（保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第１３条 議長は、利用目的のために又は前条第２項第３号若しくは第４号の規定に

基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有

個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的

若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人

情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

（個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第１４条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合（当該第三者が当該個人関

連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。）において、必要

があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、そ
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の利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止

その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるもの

とする。 

（仮名加工情報の取扱いに係る義務） 

第１５条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報（個人情報であるも

のを除く。以下この条及び第４９条において同じ。）を第三者（当該仮名加工情報

の取扱いの委託を受けた者を除く。）に提供してはならない。 

２ 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管

理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

３ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該

仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報

等（仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別 

符号並びに法第４１条第１項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。 

）を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

４ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話

をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律

第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定す

る特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便により送付し、電報を送達

し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。）を用いて

送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の

情報を利用してはならない。 

５ 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託（２以上の段階にわた

る委託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

（匿名加工情報の取扱いに係る義務） 

第１６条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、 

当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該
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個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第４３条第１項の

規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他

の情報と照合してはならない。 

２ 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める

基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならな

い。 

３ 前２項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託（２以上の段階にわた

る委託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

第３章 個人情報ファイル 

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第１７条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイル

について、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿（以下

「個人情報ファイル簿」という。）を作成し、公表しなければならない。 

(１) 個人情報ファイルの名称 

(２) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 

(３) 個人情報ファイルの利用目的 

(４) 個人情報ファイルに記録される項目（以下この条において「記録項目」とい

う。）及び本人（他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索

し得る者に限る。次項第１号カにおいて同じ。）として個人情報ファイルに記

録される個人の範囲（次項第２号において「記録範囲」という。） 

(５) 個人情報ファイルに記録される個人情報（以下この条において「記録情報」

という。）の収集方法 

(６) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

(７) 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 

(８) 次条第１項、第３１条第１項又は第３８条第１項の規定による請求を受理す

る組織の名称及び所在地 

(９) 第３１条第１項ただし書又は第３８条第１項ただし書に該当するときは、そ
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の旨 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 

 (１) 次に掲げる個人情報ファイル 

ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る

個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚

生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの（議長が行う職員の

採用試験に関する個人情報ファイルを含む。） 

イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル 

ウ １年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル 

エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用す

る記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏

名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの 

オ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個

人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用す

るもの 

カ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル 

キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個

人情報ファイル 

(２) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の

全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目

及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの 

(３) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報フ

ァイル 

３ 第１項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第５号若しく

は第７号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個

人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、 

当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、 
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その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情

報ファイル簿に掲載しないことができる。 

第４章 開示、訂正及び利用停止 

第１節 開示 

（開示請求権） 

第１８条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自

己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人（以下

この章において「代理人」と総称する。）は、本人に代わって前項の規定による開

示の請求（以下この章及び第４８条において「開示請求」という。）をすることが

できる。 

（開示請求の手続） 

第１９条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「開示請求

書」という。）を議長に提出してしなければならない。 

(１) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 

(２) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示

請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 

２ 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請

求に係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による開示請求にあっ

ては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示

し、又は提出しなければならない。 

３ 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者（

以下「開示請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるこ 

とができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情 

報を提供するよう努めなければならない。 

（保有個人情報の開示義務） 

第２０条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各
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号に掲げる情報又は情報公開条例第８条に規定する情報（以下「不開示情報」とい

う。）のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情

報を開示しなければならない。 

(１) 開示請求者（第１８条第２項の規定により代理人が本人に代わって開示請求

をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第３号、次条第２項並びに

第２７条第１項において同じ。）の生命、健康、生活又は財産を害するおそれ

がある情報 

(２) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情

報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に

より開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照

合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができること

となるものを含む。）若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以

外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示

請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる

情報を除く。 

ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知るこ

とが予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要である

と認められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第

１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法第２条第４項に規定する行政

執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役員及び職員、地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並びに地方

独立行政法人の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報がその

職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び

当該職務遂行の内容に係る部分 

(３) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法
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人を除く。以下この号において「法人等」という。）に関する情報又は開示請 

求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。 

ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要

であると認められる情報を除く。 

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれがあるもの 

イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、 

法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の

当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であ

ると認められるもの 

(４) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は

相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することによ

り、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、

不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若

しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(５) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務

又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその

他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるもの 

ア 議長が第２４条各項の決定（以下「開示決定等」という。）をする場合にお

いて、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及

ぼすおそれ 

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、 

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、 

若しくはその発見を困難にするおそれ 

ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体

又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害する
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おそれ 

エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するお

それ 

オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそ

れ  

カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る

事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

（部分開示） 

第２１条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合に

おいて、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開

示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第２号の情報（開示請求者以外の特定の個人

を識別することができるものに限る。）が含まれている場合において、当該情報の

うち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができ

ることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示

請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部

分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用す

る。 

（裁量的開示） 

第２２条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合で

あっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請

求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。 

（保有個人情報の存否に関する情報） 

第２３条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否か

を答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人

情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 

（開示請求に対する措置） 
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第２４条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、

その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的

及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。た

だし、第５条第２号又は第３号に該当する場合における当該利用目的については、

この限りでない。 

２ 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき（前条の規定によ

り開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないと

きを含む。）は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面に

より通知しなければならない。 

（開示決定等の期限） 

第２５条 開示決定等は、開示請求があった日から３０日以内にしなければならない。 

ただし、第１９条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要

した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があると

きは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合に

おいて、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書

面により通知しなければならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第２６条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった

日から６０日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著

しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示

請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、

残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場

合において、議長は、同条第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲

げる事項を書面により通知しなければならない。 

(１) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(２) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 
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２ 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がと

もに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第２７条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方

独立行政法人及び開示請求者以外の者（以下この条、第４５条第２項第３号及び第 

４６条において「第三者」という。）に関する情報が含まれているときは、議長は、 

開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところ

により、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見

書を提出する機会を与えることができる。 

２ 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第２４条第１項の決定（以下こ

の章において「開示決定」という。）に先立ち、当該第三者に対し、議長が定める

ところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める

事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただ

し、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

(１) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合で

あって、当該第三者に関する情報が第２０条第２号イ又は同条第３号ただし書

に規定する情報に該当すると認められるとき。 

(２) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第２２条の規定により開

示しようとするとき。 

３ 議長は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三

者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開

示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間

を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意

見書（第４５条において「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し、開示

決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければな

らない。 

（開示の実施） 
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第２８条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されて

いるときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種

別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の

方法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録され

ている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当

な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 

２ 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一

般の閲覧に供しなければならない。 

３ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、 

議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。 

４ 前項の規定による申出は、第２４条第１項に規定する通知があった日から３０日

以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができない

ことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 

（他の法令による開示の実施との調整） 

第２９条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個

人情報が前条第１項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている

場合（開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。）には、

同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法によ

る開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨

の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第１項

本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 

（開示請求に係る手数料及び費用負担）  

第３０条 この条例の規定に基づく保有個人情報の閲覧に係る手数料は、海老名市手

数料条例（昭和４０年条例第６号）の規定にかかわらず、無料とする。 

２ 開示請求に係る保有個人情報（第２８条第１項ただし書の規定により保有個人情

報を複写したものを含む。）の写しの交付に要する費用は、当該開示請求をする者
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の負担とする。 

第２節 訂正 

（訂正請求権） 

第３１条 何人も、自己を本人とする保有個人情報（次に掲げるものに限る。第３８

条第１項において同じ。）の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定め

るところにより、議長に対し、当該保有個人情報の訂正（追加又は削除を含む。以

下この章において同じ。）を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の

訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限り

でない。 

(１) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 

(２) 開示決定に係る保有個人情報であって、第２９条第１項の他の法令の規定に

より開示を受けたもの 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以下この章及び第４８

条において「訂正請求」という。）をすることができる。 

３ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内にしなければならな

い。 

（訂正請求の手続） 

第３２条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「訂正請求

書」という。）を議長に提出してしなければならない。 

(１) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 

(２) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特

定するに足りる事項 

(３) 訂正請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請

求に係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による訂正請求にあっ

ては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示

し、又は提出しなければならない。 

20



３ 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者（ 

以下この章において「訂正請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その

補正を求めることができる。 

（保有個人情報の訂正義務） 

第３３条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認 

めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、 

当該保有個人情報の訂正をしなければならない。 

（訂正請求に対する措置） 

第３４条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定

をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、 

訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

（訂正決定等の期限） 

第３５条 前条各項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、訂正請求があった日

から３０日以内にしなければならない。ただし、第３２条第３項の規定により補正

を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があると

きは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合に

おいて、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書

面により通知しなければならない。 

（訂正決定等の期限の特例） 

第３６条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定に

かかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長

は、同条第１項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面に

より通知しなければならない。 

(１) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(２) 訂正決定等をする期限 
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２ 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がと

もに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 

（保有個人情報の提供先への通知） 

第３７条 議長は、第３４条第１項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした

場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅

滞なく、その旨を書面により通知するものとする。 

第３節 利用停止 

（利用停止請求権） 

第３８条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当する

と思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定め

る措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又

は提供の停止（以下この章において「利用停止」という。）に関して他の法令の規

定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

(１) 第４条第２項の規定に違反して保有されているとき、第６条の規定に違反し 

て取り扱われているとき、第７条の規定に違反して取得されたものであるとき 

又は第１２条第１項及び第２項の規定に違反して利用されているとき 当該保

有個人情報の利用の停止又は消去 

(２) 第１２条第１項及び第２項の規定に違反して提供されているとき 当該保有

個人情報の提供の停止 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求（以下この章及び第

４８条において「利用停止請求」という。）をすることができる。 

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内にしなければな

らない。 

（利用停止請求の手続） 

第３９条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「利用

停止請求書」という。）を議長に提出してしなければならない。 

(１) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所 
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(２) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報

を特定するに足りる事項 

(３) 利用停止請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利

用停止請求に係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による利用停

止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）

を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 

３ 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求を

した者（以下この章において「利用停止請求者」という。）に対し、相当の期間を

定めて、その補正を求めることができる。 

（保有個人情報の利用停止義務） 

第４０条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由が

あると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要 

な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。 

ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用

目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を

及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

（利用停止請求に対する措置） 

第４１条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その

旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならな

い。 

２ 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の

決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

（利用停止決定等の期限） 

第４２条 前条各項の決定（以下「利用停止決定等」という。）は、利用停止請求が

あった日から３０日以内にしなければならない。ただし、第３９条第３項の規定に

より補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しな
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い。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があると

きは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合に

おいて、議長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由

を書面により通知しなければならない。 

（利用停止決定等の期限の特例） 

第４３条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規

定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合におい

て、議長は、同条第１項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる

事項を書面により通知しなければならない。 

(１) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(２) 利用停止決定等をする期限 

２ 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長

がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しな

い。 

    第４節 審査請求 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第４４条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しく

は利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法（平成２

６年法律第６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。 

（審査会への諮問） 

第４５条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しく

は利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号

のいずれかに該当する場合を除き、海老名市個人情報保護審査会条例（令和 年条

例第 号）第２条に規定する海老名市個人情報保護審査会（以下「個人情報保護審

査会」という。）に諮問しなければならない。 

(１) 審査請求が不適法であり、却下する場合 
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(２) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部

を開示することとする場合（当該保有個人情報の開示について反対意見書が提

出されている場合を除く。） 

(３) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正

をすることとする場合 

(４) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用

停止をすることとする場合 

２ 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした

旨を通知しなければならない。 

(１) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人を

いう。以下この項及び次条第２号において同じ。） 

(２) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求人又は

参加人である場合を除く。） 

(３) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三

者（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等） 

第４６条 第２７条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合

について準用する。 

(１) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

(２) 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する

旨の決定を除く。）を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨

の裁決（第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を

表示している場合に限る。） 

第５章 雑則 

（適用除外） 

第４７条 保有個人情報（不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているもの

に限る。）のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目
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的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索するこ 

とが著しく困難であるものは、第４章（第４節を除く。）の規定の適用については、 

議会に保有されていないものとみなす。 

（開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等） 

第４８条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求（以下この条において「開

示請求等」という。）をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をす

ることができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利

便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 

（個人情報等の取扱いに関する苦情処理） 

第４９条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱い

に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

（審議会への諮問） 

第５０条 議長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意

見を聴くことが特に必要であると認めるときは、個人情報保護審査会に諮問するこ

とができる。 

（施行の状況の公表） 

第５１条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表す

るものとする。 

（委任） 

第５２条 この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。 

第６章 罰則 

第５３条 職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは第１５条第５項の委

託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情

報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しく

は従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が

記録された第２条第５項第１号に係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製

し、又は加工したものを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は１００万
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円以下の罰金に処する。 

第５４条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若し

くは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲

役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第５５条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個

人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、

１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第５６条 前３条の規定は、市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用

する。 

第５７条 偽りその他不正の手段により、第２４条第１項の決定に基づく保有個人情

報の開示を受けた者は、５万円以下の過料に処する。 

 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第７８号 

 

   海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例の制定につい 

   て 

 

 海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和４年１２月１日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、必要な事項について定めたいため 
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   海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下

「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、

監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例

による。 

（条例個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第３条 市の機関は、法第７４条第２項第９号に規定する個人情報ファイルを保有し

ている場合（当該個人情報ファイルが同項第１号から第８号まで及び第１０号に規

定する個人情報ファイルにも該当する場合を除く。）は、当該個人情報ファイルに

ついて、個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿（以下「条例個人情報

ファイル簿」という。）を作成し、公表しなければならない。 

２ 条例個人情報ファイル簿の作成及び公表は、個人情報ファイル簿の例による。 

（開示請求に係る手数料及び費用負担） 

第４条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手数料の額は、零円

とする。 

２ 開示請求に係る保有個人情報（法第８７条ただし書の規定により保有個人情報を

複写したものを含む。）の写しの交付に要する費用は、当該開示請求をする者の負

担とする。 

（審査会への諮問） 

第５条 市の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱

いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める

ときは、海老名市個人情報保護審査会に諮問することができる。 
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(１) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合 

(２) 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合 

(３) 海老名市防犯カメラの設置及び運用に関する条例（平成２７年条例第１１号 

）第８条第４項又は第１０条第２項の規定により意見を聴こうとする場合 

(４) 前３号の場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の

細則を定めようとする場合 

（運用状況の公表） 

第６条 市の機関は、毎年度、個人情報保護制度の運用状況について、一般に公表し

なければならない。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（海老名市個人情報保護条例の廃止） 

２ 海老名市個人情報保護条例（平成１７年条例第１３号。以下「旧条例」という。 

）は、廃止する。 

 （旧条例の廃止に伴う経過措置） 

３ 次に掲げる者に係る旧条例第１０条、第１２条第２項及び第１２条の２第２項の

規定によるその業務に関して知り得た旧条例第２条第２号に規定する個人情報（以

下「旧個人情報」という。）をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に利用

してはならない義務若しくは責務又は知り得た旧個人情報を他人に漏らし、若しく

は目的の範囲を超えて使用してはならない責務については、なお従前の例による。 

(１) この条例の施行の際現に旧条例第２条第１号に規定する実施機関（以下「旧

実施機関」という。）の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機

関の職員であった者 
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(２) この条例の施行の際現に旧条例第１２条第２項の受託事務に従事している者

又はこの条例の施行前において従事していた者 

(３) この条例の施行の際現に旧条例第１２条の２第２項の業務に従事している者

又はこの条例の施行前において従事していた者 

４ この条例の施行前に旧条例第１７条、第３０条又は第３８条の規定による請求が

された場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止につ

いては、なお従前の例による。 

５ この条例の施行前に旧条例第４６条の海老名市個人情報保護審査会（以下「旧審

査会」という。）に対して諮問された審査請求に係る事件については、この条例の

施行後は、海老名市個人情報保護審査会条例（令和 年条例第 号）第２条の海老

名市個人情報保護審査会が承継する。 

６ この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第４７条第６

項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従

前の例による。 

７ 附則第３項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項

が記録された旧条例第２条第４号に規定する保有個人情報（指定管理者が公の施設

の管理に関する業務に関し取り扱う個人情報を含む。以下「旧保有個人情報」とい

う。）を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個

人情報を電子計算機を用いて検索することができるようにしたもの（その全部又は 

一部を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条例の施行後に提供したときは、

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

８ 附則第３項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧保有個人情報をこの

条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用し

たときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

９ 附則第６項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を

漏らした者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

10 前３項の規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 
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11 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

（海老名市情報公開条例の一部改正） 

12 海老名市情報公開条例（平成１４年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中イを削り、ウをイとする。 

 （海老名市災害対策基本条例の一部改正） 

13 海老名市災害対策基本条例（平成２６年条例第２６号）の一部を次のように改正

する。 

  第１６条第２項中「海老名市個人情報保護条例（平成１７年条例第１３号）第２

条第２号及び第３号に規定する市が保有する個人情報（以下「個人情報」という。

）」を「市の保有個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）第６０条第１項に規定する保有個人情報をいう。）」に改め、同条第４項中「

海老名市個人情報保護条例第１３条に規定する所要の手続を経るものとする」を「

個人情報の保護に関する法律第６９条の規定によるものとする」に改める。 

 （海老名市債権管理条例の一部改正） 

14 海老名市債権管理条例（平成２９年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第１項中「実施機関（海老名市個人情報保護条例（平成１７年条例第１３

号）第２条第１号に規定する実施機関」を「機関（海老名市個人情報の保護に関す

る法律の施行に関する条例（令和 年条例第 号）第２条第１項に規定する市の機

関及び議会」に、「他の実施機関」を「他の機関」に改める。 

（海老名市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の一部改正） 

15 海老名市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「海老名市個人情報保護条例（平成１７年条例第１３号。以下「 

個人情報保護条例」という。）」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）」に改める。 

  第７条第２項中「個人情報保護条例」を「個人情報保護法」に改める。 

  第８条第４項中「個人情報保護条例第４６条に規定する」を削る。 
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 （海老名市立えびな市民活動センター設置条例等の一部改正） 

16 次に掲げる条例の規定中「海老名市個人情報保護条例（平成１７年条例第１３号

）」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改める。 

(１) 海老名市立えびな市民活動センター設置条例（平成２４年条例第４０号）第

２９条第１項 

(２) 海老名市立コミュニティセンター条例（昭和６１年条例第３４号）第２７条

第１項 

(３) 海老名市文化会館条例（平成１７年条例第２８号）第３０条第１項 

(４) 海老名市立スポーツ施設設置条例（平成１７年条例第３１号）第２７条第１

項 

(５) 海老名市医療センター設置条例（平成１７年条例第１９号）第２１条第１項 

(６) 海老名市立総合福祉会館条例（平成１７年条例第２０号）第２７条第１項 

(７) 海老名市障害者デイサービスセンター等設置条例（昭和５３年条例第２１号

）第２３条第１項 

(８) 海老名市立わかば会館等に関する条例（平成１７年条例第２２号）第２９条

第１項 

(９) 海老名市保育所設置条例（昭和４５年条例第３４号）第１８条第１項 

(10) 海老名市営自動車駐車場条例（平成７年条例第１３号）第２４条第１項 

(11) 海老名市自転車等駐車場条例（平成１０年条例第８号）第３１条第１項 

(12) 海老名市都市公園条例（平成１７年条例第２７号）第４５条第１項 

(13) 海老名市海老名駅自由通路設置条例（平成２１年条例第２７号）第１７条第

２項 

(14) 海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例（平成２７年条例第１８号）第

１７条第１項 

(15) 海老名市食の創造館設置条例（平成２４年条例第１８号）第３０条第１項 

(16) 海老名市立図書館条例（昭和５９年条例第３０号）第２０条第１項 
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議案第７９号 

 

   海老名市個人情報保護審査会条例の制定について 

 

 海老名市個人情報保護審査会条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和４年１２月１日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、海老名市個人情報保護審査会の設置に

ついて、新たに定めたいため 
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海老名市個人情報保護審査会条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、海老名市個人情報保護審査会の設置、組織、運営等に関し、必

要な事項を定める。 

（設置） 

第２条 次に掲げる事務を行うため、海老名市個人情報保護審査会（以下「審査会」

という。）を置く。 

(１) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。 

）第１０５条第３項において準用する同条第１項の規定による諮問及び海老名

市議会の個人情報の保護に関する条例（令和 年条例第 号。以下「議会個人

情報保護条例」という。）第４５条第１項の規定による諮問に応じ審査請求に

ついて調査審議すること。 

(２) 海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例（令和 年条例第 

号）第５条の規定による諮問及び議会個人情報保護条例第５０条の規定によ

る諮問に応じ個人情報の適正な取扱いを確保することについて調査審議するこ

と。 

（組織及び委員） 

第３条 審査会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 審査会の委員（以下「委員」という。）は、個人情報保護制度に関し見識を有す

る者のうちから市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 市長は、委員が職務の遂行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反

その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することが

できる。 
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６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

（会長及び副会長）  

第４条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は審査会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（審査会の調査権限等） 

第５条 審査会は、第２条第１号の規定による調査審議のため必要があると認めると

きは、諮問をした機関（以下「諮問実施機関」という。）に対し、行政文書（海老

名市情報公開条例（平成１４年条例第３２号）第２条第２号に規定する行政文書を

いう。以下同じ。）又は保有個人情報（法第６０条第１項に規定する保有個人情報 

をいう。以下同じ。）の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、 

審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることがで

きない。 

２ 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒ん

ではならない。 

３ 審査会は、第２条第１号の規定による調査審議のため必要があると認めるときは、 

諮問実施機関に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれて 

いる情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、 

審査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求の調査審議に際し、審

査請求人、参加人又は諮問実施機関（以下「審査請求人等」という。）に意見書又

は資料（以下「意見書等」という。）の提出を求めること、適当と認める者にその

知っている事実を陳述させること又は鑑定を求めることその他必要な調査をするこ

とができる。 

５ 審査会は、第２条第２号の規定による調査審議のため必要があると認めるときは、 
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諮問実施機関の職員その他の関係者に対し、資料の提出及び説明を求めることがで 

きる。 

（意見の陳述等） 

第６条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口

頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がな

いと認めるときは、この限りでない。 

（意見書等の提出） 

第７条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書等を提出することができる。ただし、 

審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提

出しなければならない。 

（提出資料の閲覧） 

第８条 審査会は、第５条第３項若しくは第４項又は前条の規定による意見書等の提

出があったときは、当該意見書等の写し（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において

同じ。）にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面）を当該意 

見書等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、 

第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるとき

は、この限りでない。 

２ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等の閲覧（電磁的記

録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧）

又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利

益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、

その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。 

３ 審査会は、第１項の規定による送付をし、又は前項の規定により閲覧をさせよう

とするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書等を提出した審査請求人等の意見を

聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この
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限りでない。 

４ 審査会は、第２項に規定する閲覧について、その日時及び場所を指定することが

できる。 

５ 第２項の意見書等の写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を求める者の負

担とする。 

（会議） 

第９条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。 

２ 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（調査審議の非公開等） 

第１０条 第２条第１号の規定による調査審議については、非公開とする。 

２ 第２条第２号の規定による調査審議については、公開とする。ただし、適切な調

査審議を行うため会議の運営上必要と認める場合は、この限りでない。 

（答申書の公表等） 

第１１条 審査会は、第２条第１号に規定する諮問に係る答申をしたときは、当該答

申に係る答申書の写しを審査請求人等に送付するとともに、当該答申の内容を公表

するものとする。 

２ 審査会は、第２条第２号に規定する諮問に係る答申をしたときは、当該答申の内

容を公表するものとする。 

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が

審査会に諮って定める。 

（罰則） 

第１３条 第３条第６項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は

５０万円以下の罰金に処する。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ 第３条第２項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の

施行の日前においても行うことができる。 
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議案第８０号 

 

   海老名市特別会計条例の制定について 

 

 海老名市特別会計条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和４年１２月１日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 公共用地先行取得事業の円滑な運営とその経理の適正を図るとともに特別会計につ

いて定めたいため 
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   海老名市特別会計条例 

 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０９条第２項の規定により、公

共用地先行取得事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、海老名市公共用地

先行取得事業特別会計を設置する。 

第２条 前条に規定するものを除くほか、法律の規定に基づいて設置する特別会計は、

次のとおりとする。 

(１) 海老名市国民健康保険事業特別会計 

(２) 海老名市介護保険事業特別会計 

(３) 海老名市後期高齢者医療事業特別会計 

(４) 海老名市公共下水道事業会計 

 （歳入及び歳出） 

第３条 第１条及び前条第１号から第３号までに掲げる会計においては、それぞれ当

該事業の事業収入、国県支出金、一般会計繰入金、借入金その他の収入をもってそ

の歳入とし、それぞれ当該事業の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の

利子その他の諸支出をもってその歳出とする。 

（弾力条項の適用） 

第４条 第２条第１号から第３号までに掲げる会計においては、地方自治法第２１８

条第４項の規定を適用する。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第８１号 

 

海老名市一般職の職員の定年等に関する条例等の一部改正等について 

 

海老名市一般職の職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例を別紙の

とおり定める。 

 

 

  令和４年１２月１日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方公務員法の改正に伴い、職員の定年制度等に関する所要の改正を行うため 
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海老名市一般職の職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条 

例 

 

 （海老名市一般職の職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第１条 海老名市一般職の職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第１４号）の  

一部を次のように改正する。 

  題名の次に次の目次及び章名を付する。 

 目次 

  第１章 総則（第１条） 

  第２章 定年制度（第２条―第５条） 

  第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第１１条） 

  第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条・第１３条） 

  第５章 雑則（第１４条） 

  附則 

    第１章 総則 

  第１条中「）第２８条の２第１項から第３項まで及び第２８条の３」を「。以下

「法」という。）第２２条の４第１項及び第２項、第２２条の５第１項、第２８条

の２、第２８条の５、第２８条の６第１項から第３項まで並びに第２８条の７」に

改め、同条の次に次の章名を加える。 

    第２章 定年制度 

  第３条中「年齢６０年」を「年齢６５年」に改める。 

  第４条第１項中「次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員」を 

「次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該職員」に、

「その職員を当該職務」を「当該職員を当該定年退職日において従事している職務 

」に、「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、第９条第１項又は第２項の規定により異動期間（同条第１項に規定す

る異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。）（第９条第１項又は第
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２項の規定により延長された異動期間を含む。）を延長した職員であって、定年

退職日において管理監督職（第６条に規定する職をいう。以下この条及び第３章

において同じ。）を占めている職員については、第９条第１項又は第２項の規定

により当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させることについて

市長の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理

監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

  第４条第１項第１号中「その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずる 

とき」を「当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の 

運営に著しい支障が生ずること」に改め、同項第２号中「その職員」を「当該職員 

」に、「できないとき」を「できず公務の運営に著しい支障が生ずること」に改め、

同項第３号中「その業務」を「当該業務」に、「その職員」を「当該職員」に、「 

生ずるとき」を「生ずること」に改め、同条第２項中「前項の事由が引き続き存す 

る」を「前項各号に掲げる事由が引き続きある」に改め、「得て、」の次に「これ 

らの期限の翌日から起算して」を加え、同項ただし書中「その期限は、その職員」 

を「当該期限は、当該職員」に改め、「定年退職日」の次に「（同項ただし書に規 

定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日） 

」を加え、同条第３項中「引き続いて」を「引き続き」に、「その職員」を「当該 

職員」に改め、同条第４項中「任命権者は」の次に「、第１項の規定により引き続 

き勤務することとされた職員及び第２項の規定により期限が延長された職員につい 

て」を加え、「の事由が存しなくなったと認めるときは、その職員」を「各号に掲 

げる事由がなくなったと認めるときは、当該職員」に、「その期限を繰り上げて退 

職させることができる」を「当該期限を繰り上げるものとする」に改め、同条第５ 

項中「手続き」を「手続」に改める。 

  本則に次の３章を加える。 

    第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、海老名市一般職の職
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員の給与に関する条例（昭和３０年条例第１５号）第１４条の２第１項に規定す

る職とする。 

（管理監督職勤務上限年齢） 

第７条 法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢６０年

とする。 

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下こ 

の章において「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、法第１３条、

第１５条、第２３条の３、第２７条第１項及び第５６条に定めるもののほか、次 

に掲げる基準を遵守しなければならない。 

(１) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任   

又は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条において「降任等」とい

う。）をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第１５

条の２第１項第５号に規定する標準職務遂行能力及び当該降任等をしようと

する職についての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。 

(２) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監

督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上

位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

(３) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督

職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占め

る職員（以下この号において「上位職職員」という。）の他の職への降任等

もする場合には、第１号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考

慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職

が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の

職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例） 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、 
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次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動 

期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日 

以後における最初の４月１日までの間をいう。以下この章において同じ。）の末 

日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職 

員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内）で当該 

異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を 

占めたまま勤務をさせることができる。 

(１) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該

職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公

務の運営に著しい支障が生ずること。 

(２) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員

の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に

著しい支障が生ずること。 

(３) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の

事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支

障が生ずること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長

された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号

に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、市長の承認を得て、延長された当

該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年

退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退

職日までの期間内）で延長された当該異動期間を更に延長することができる。た

だし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係

る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第１０条 任命権者は、前条第１項又は第２項の規定により職員の異動期間を延長

する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。 
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（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第１１条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合において、当

該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の

職への降任等をするものとする。 

     第４章 定年前再任用短時間勤務制 

（定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職

員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場

合を除く。）をした者（以下この条及び次条において「年齢６０年以上退職者」

という。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時

勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の１週

間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条及び次条

において同じ。）に採用することができる。ただし、年齢６０年以上退職者がそ

の者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤務の

職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種

の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。）を経過した者で

あるときは、この限りでない。 

第１３条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、本市が構成団体となっている

地方公共団体の組合の年齢６０年以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で

定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 

    第５章 雑則 

（雑則） 

第１４条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

  附則に次の２項を加える。 

  （定年に関する経過措置） 
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  ３ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３条の規定の 

  適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「６５年」と 

あるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 

（情報の提供及び勤務の意思の確認） 

４ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任

期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項において同じ。）

が年齢６０年に達する日の属する年度の前年度（以下この項において「情報の提

供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意

思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思

の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員（異動等により情報の提供及び

勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員（以下この

項において「末日経過職員」という。）を除く。）にあっては当該職員が採用さ

れた日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては当該職

員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前

年度））において、当該職員に対し、当該職員が年齢６０年に達する日以後に適

用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものと

するとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものと

する。 

 （職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第２条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２６年条例第７５号）の一部

を次のように改正する。 

  第３条中「６月以下の」の次に「期間、その発令の日に受ける」を加え、同条に

後段として次のように加える。 
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   この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当 

の合計額の１０分の１に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

 （海老名市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 海老名市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３０年条例第１５号）の一

部を次のように改正する。 

  第５条第４項及び第５項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第１１項を削 

 る。 

  第５条の２を次のように改める。 

  （定年前再任用短時間勤務職員の給料月額） 

 第５条の２ 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用され

た職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、当該定

年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の

項に掲げる基準給料月額のうち、前条第１項の規定により当該定年前再任用短時

間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第２条第２項の規定に

より定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定

する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があると

きは、これを切り捨てた額）とする。 

  第７条第２項第１号中「以下」を「第９条の２において」に改め、同条第３項及

び第４項中「以下」の次に「この条及び次条において」を加える。 

  第８条第１項中「その者」を「当該職員」に改める。 

  第９条第１項第１号中「道路（以下」の次に「この項から第３項までにおいて」 

 を、「料金（以下」の次に「この項及び第３項において」を加え、同項第２号中「 

以下」の次に「この条において」を加え、同条第３項第１号中「その者」を「当該 

職員」に改め、「相当する額（以下」の次に「この号において」を、「得た額（以 

下」の次に「この号及び第３号において」を加え、同項第２号中「短時間勤務職員 

」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第３号中「その者」を「当該職 

員」に改める。 
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  第１１条中「。以下「祝日法による休日等」という」及び「。以下「年末年始の

休日等」という」を「をいう」に改める。 

  第１２条第２項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第３項中「短時間勤務 

 職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第４項中「この条」を「こ 

 の項」に改め、同条第５項中「（第３項の規定により読み替えて適用する場合を含 

 む。）」を削り、「場合は」を「場合には」に改め、同条第６項中「場合は」を「 

 場合には」に改める。 

  第１６条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中「再任用職員 

 」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第６項中「場合は」を「場合に 

 は」に改める。 

  第１６条の２第４号中「その者」を「当該職員」に改める。 

  第１６条の３第１項第１号中「その者」を「当該職員」に、「禁錮（こ）」を「 

 禁錮」に改め、同項第２号中「その者」を「当該職員」に改め、同条第２項中「一 

 時差し止める処分（」の次に「以下この条において」を加え、「一時差止め処分」 

を「一時差止処分」に改め、同条第３項中「その者」を「当該職員」に改め、同項 

第１号中「禁錮（こ）」を「禁錮」に改める。 

  第１７条中「その者」を「当該職員」に改め、同条第２項各号中「再任用職員」

を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第１７条の３の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改 

 め、同条中「第７条」を「第５条第２項から第１０項まで、第７条」に、「再任用

職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

  （６０歳を超える職員についての適用除外） 

 第１７条の４ 第５条第５項から第７項までの規定は、６０歳に達した日以後にお 

  ける最初の３月３１日を超えて在職する職員には適用しない。 

  附則に次の８項を加える。 

 21 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最初の

４月１日（附則第２３項において「特定日」という。）以後、当該職員に適用さ
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れる給料表の給料月額のうち、第５条第１項の規定により当該職員の属する職務

の級並びに同条第２項、第４項、第６項及び第７項の規定により当該職員の受け

る号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端

数を生じたときはこれを切り捨てた額、５０円以上１００円未満の端数を生じた

ときはこれを１００円に切り上げた額）とする。 

 22 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

  (１) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常 

    勤職員 

  (２) 海老名市一般職の職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第１４号。 

    以下この項及び次項において「定年条例」という。）第９条第１項又は第２ 

    項の規定により同条第１項に規定する異動期間（同項又は同条第２項の規定 

    により延長された期間を含む。）を延長された同条例第６条に規定する管理 

    監督職を占める職員 

  (３) 定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務している職員（同条例 

    第２条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除 

    く。） 

 23 定年条例第８条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の 

職への降任等をされた日（以下この項及び附則第２５項において「異動日」とい

う。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附 

則第２１項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定 

日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に１０ 

０分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを 

切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り 

上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しない 

こととなる職員（市長が別に定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、

附則第２１項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特 

定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。 
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 24 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が第５条第１項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号

給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎

給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第５条第１項の規定により当該職員

の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」

とする。 

 25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第２１項の規定の

適用を受ける職員に限り、附則第２３項に規定する職員を除く。）であって、同

項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員に

は、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が別に定めるところによ

り、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

 26 附則第２３項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第２１項

の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給され

る職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受け

る給料月額のほか、市長が別に定めるところにより、前３項の規定に準じて算出

した額を給料として支給する。 

 27 附則第２３項又は前２項の規定による給料を支給される職員に対する第１６条

第５項（第１７条第４項において準用する場合を含む。）の規定の適用について

は、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第２３項、第２５項

又は第２６項の規定による給料の額との合計額」とする。 

 28 附則第２１項から前項までに定めるもののほか、附則第２１項の規定による給

料月額、附則第２３項の規定による給料その他附則第２１項から前項までの規定

の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

  別表第１行政職一給料表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員以外の職員」

を「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」に改め、同表再任用職員の項を次の

ように改める。 
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  別表第１行政職二給料表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員以外の職員」 

 を「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」に改め、同表再任用職員の項を次の 

ように改める。 

 

  

 

 （海老名市一般職の職員の分限に関する条例の一部改正） 

第４条 海老名市一般職の職員の分限に関する条例（昭和３１年条例第４３号）の一

部を次のように改正する。 

  第１条中「「法」という。）」の次に「第２７条第２項、」を、「の分限」の次 

に「（降任、免職、休職及び降給（法第２８条の２第１項の規定による降給を除く。 

以下同じ。）をいう。）」を加える。 

  附則に次の２項を加える。 

  ３ 海老名市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３０年条例第１５号）附則第

２１項の規定の適用を受ける職員に対する第１条の規定の適用については、当分

の間、同条中「の規定による降給」とあるのは「及び海老名市一般職の職員の給

与に関する条例（昭和３０年条例第１５号）附則第２１項の規定による降給」と

する。 

 ４ 第４条第５項の規定は、海老名市一般職の職員の給与に関する条例附則第２１

項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の

適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなっ

た旨の通知を行うものとする。 

 （海老名市一般職の職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第５条 海老名市一般職の職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第１２号）
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の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「条例第１４号」の次に「。以下「定年条例」という。」を加え、 

同条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、同号の前に次の１号を加える。 

  (３) 定年条例第９条第１項又は第２項の規定により異動期間（これらの規定に

より延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

  第９条第２号中「海老名市一般職の職員の定年等に関する条例」を「定年条例」

に改め、同条に次の１号を加える。 

(３) 定年条例第９条第１項又は第２項の規定により異動期間（これらの規定に

より延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

  第２２条第２号中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に、「再任

用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

  第２３条中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に

改める。 

 （海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第６条 海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第１

２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項」を「第２２条の

４第１項又は第２２条の５第１項」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改める。 

  第３条、第４条第２項、第１３条第１項第１号及び第２１条中「再任用短時間勤 

務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 （海老名市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正） 

第７条 海老名市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例（平成１６年条例第１

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第４号中「条例第１４号」の次に「。次号において「定年条例」と

いう。」を加え、同項中第５号を第６号とし、同号の前に次の１号を加える。 

  (５) 定年条例第９条第１項又は第２項の規定により異動期間（これらの規定に
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より延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

 （海老名市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第８条 海老名市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例第８

号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

 （外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正 

 ） 

第９条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（平成

２６年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中第４号を第６号とし、同号の前に次の２号を加える。 

(４) 海老名市一般職の職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第１４号。

次号において「定年条例」という。）第４条第１項の規定により引き続き勤

務させることとされ、又は同条第２項の規定により期限を延長することとさ

れている職員 

(５) 定年条例第９条第１項又は第２項の規定により異動期間（これらの規定に

より延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

 （海老名市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第１０条 海老名市職員の再任用に関する条例（平成１３年条例第８号）は、廃止す

る。 

 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次条及び附則第１２

条の規定は、公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

第２条 職員の任用、分限、その他の人事行政に関し必要な手続その他の準備行為は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても行うことができる。 
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 （勤務延長に関する経過措置） 

第３条 任命権者は、施行日前に第１条の規定による改正前の海老名市一般職の職員

の定年等に関する条例（以下「旧条例」という。）第４条第１項又は第２項の規定

により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限（同条第１項の期限又は同

条第２項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。）が施行

日以後に到来する職員（以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。）に

ついて、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場

合において、第１条の規定による改正後の海老名市一般職の職員の定年等に関する

条例（以下「新条例」という。）第４条第１項各号に掲げる事由があると認めると

きは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内

で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に

係る旧条例第２条に規定する定年退職日の翌日から起算して３年を超えることがで

きない。 

２ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１

年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ。）から基準

日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新条例定年（新条例第３条に規定

する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日における新条例定年（基準日が施行

日である場合には、施行日の前日における旧条例第３条に規定する定年）を超える

職（基準日における新条例定年が新条例第３条に規定する定年である職に限る。）

及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日

から基準日の翌年の３月３１日までの間に新条例第４条第１項若しくは第２項の規

定、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）（以下「令和３

年改正法」という。）附則第３条第５項又は前項の規定により勤務している職員の

うち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年（基準日が施行

日である場合には、施行日の前日における旧条例第３条に規定する定年）に達して

いる職員（当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員）を、昇任し、降任

し、又は転任することができない。 
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３ 新条例第４条第３項から第５項までの規定は、第１項の規定による勤務について

準用する。 

（定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

第４条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以後における最初 

の３月３１日（以下この条から附則第７条までにおいて「特定年齢到達年度の末日 

」という。）までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする常時勤務を 

要する職に係る旧条例定年（旧条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）（ 

施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更 

された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合にお 

ける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第１項において同じ。）に達して 

いるものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年 

を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

(１) 施行日前に旧条例第２条の規定により退職した者 

(２) 旧条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３条第５項又は

前条第１項の規定により勤務した後退職した者 

(３) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にあるも

の 

(４) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）で 

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、旧地 

方公務員法再任用（令和３年改正法による改正前の地方公務員法（昭和２５年 

法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６ 

第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。）又は暫定再任用（ 

この項若しくは次項、次条第１項若しくは第２項、附則第６条第１項若しくは 

第２項又は附則第７条第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。

次項第６号において同じ。）をされたことがあるもの 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到
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達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする常時勤務を

要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定

める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務

を要する職に採用することができる。 

(１) 施行日以後に新条例第２条の規定により退職した者 

(２) 施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職し

た者 

(３) 施行日以後に新条例第１２条の規定により採用された者のうち、令和３年改

正法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）第２２

条の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職したもの 

(４) 施行日以後に新条例第１３条第１項の規定により採用された者のうち、新地

方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４

第３項に規定する任期が満了したことにより退職したもの 

(５) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）

であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある

もの 

(６) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）

であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、暫

定再任用をされたことがあるもの 

３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲内

で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採用す

る者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でな

ければならない。 

４ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項、次条第１項若しくは第２項、附則第６

条第１項若しくは第２項又は附則第７条第１項若しくは第２項の規定により採用さ

れた職員をいう。以下同じ。）の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用

職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の人事評価の

59



結果その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。 

５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再

任用職員の同意を得なければならない。 

第５条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、本市が構成団体となっている地

方公共団体の組合（以下この条及び附則第７条において「組合」という。）におけ

る前条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるもの

であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達し

ているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１

年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができ

る。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、組 

合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるも 

のであって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達 

しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、 

１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することがで 

きる。 

３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第６条 任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、附則

第４条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるもの

であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新条例第１２条に規定する

短時間勤務の職をいう。以下同じ。）に係る旧条例定年相当年齢（短時間勤務の職

を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職

を占めているものとした場合における旧条例定年（施行日以後に新たに設置された

短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務 

の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、 

当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占め

ているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。次
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条第１項において同じ。）に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定

める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤

務の職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４ 

項の規定にかかわらず、附則第４条第２項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年 

度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職

に係る新条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職

でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における

新条例定年をいう。次条第２項及び附則第１１条において同じ。）に達しているも

の（新条例第１２条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を

除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年

を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第４条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第７条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、新地方公務員法第２２条の５第

３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、組

合における附則第４条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日まで

の間にあるものであって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例

定年相当年齢に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基

づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用

することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、新

地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第

４項の規定にかかわらず、組合における附則第４条第２項各号に掲げる者のうち、

特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする

短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達しているもの（新条例第１３条第１

項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。）を、従前

の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内
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で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第４条第３項から第５項までの規定を準用する。 

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢）  

第８条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

(１) 施行日以後に新たに設置された職 

(２) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施

行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第３条に規定する定年

に準じた当該職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員

法第２２条の４第４項の条例で定める職及び年齢） 

第９条 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における

令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法

第２２条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

(１) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

(２) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令和

３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第２

２条の４第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置さ

れていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職で

その職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条

例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職

員） 

第１０条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のう

ち、当該職が基準日（附則第４条から第７条までの規定が適用される間における各 

年の４月１日（施行日を除く。）をいう。以下この条において同じ。）の前日に設 
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置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日 

における新条例定年を超える職とする。 

(１) 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

(２) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含

む。） 

２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準

日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新

条例定年に達している者とする。 

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規定する職が

基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係

る新条例定年に達している職員とする。 

（定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 

第１１条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１年 

４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この条において同じ。）から基準日 

の翌年の３月３１日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日 

における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職（基準日における新条例定年 

相当年齢が新条例第３条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。）及びこれ 

に相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤 

務の職（以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」とい 

う。）に、基準日の前日までに新条例第１２条に規定する年齢６０年以上退職者と 

なった者（基準日前から新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後基 

準日以後に退職をした者を含む。）のうち、基準日の前日において同日における当 

該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達して 

いるもの（当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者）を、新 

条例第１２条又は第１３条第１項の規定により採用することができず、新条例原則 

定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第１２条又は第１３条第１項の規定に 

より採用された職員（以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。 
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）のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短 

時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員（ 

当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤 

務職員）を、昇任し、降任し、又は転任することができない。 

（令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢） 

第１２条 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年齢６

０年とする。 

 （海老名市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１３条 第３条の規定による改正後の海老名市一般職の職員の給与に関する条例（ 

以下この条において「新給与条例」という。）附則第２１項から第２８項までの規 

定は、令和３年改正法附則第３条第５項又は第６項の規定により勤務している職員 

には適用しない。 

２ 暫定再任用職員（短時間勤務の職を占める暫定再任用職員（以下この条において

「暫定再任用短時間勤務職員」という。）を除く。以下この項及び次項において同

じ。）の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるも

のとした場合に適用される新給与条例第４条第１項に規定する給料表の定年前再任

用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第２項の規定により当該

暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第１ 

項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用 

については、同項中「とする」とあるのは、「に、海老名市一般職の職員の育児休 

業等に関する条例（昭和３０年条例第１５号）第１７条の規定により読み替えられ 

た海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第１２号 

）第２条第１項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を 

同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年

前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第４条第１
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項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のう

ち、同条第２項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応

じた額に、海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第２項の

規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規

定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

５ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与

条例第９条第３項及び第１２条第３項の規定を適用する。 

６ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第１６

条第３項の規定を適用する。 

７ 新給与条例第１７条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉

手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定

の適用については、同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定

年前再任用短時間勤務職員及び海老名市一般職の職員の定年等に関する条例等の一

部を改正する等の条例（令和 年条例第 号）附則第４条第４項に規定する暫定再

任用職員（次号において「暫定再任用職員」という。）」と、同項第２号中「定年

前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任

用職員」とする。 

８ 海老名市一般職の職員の給与に関する条例第５条第２項、第３項及び第６項から

第１０項まで、第８条の３並びに第１７条の２並びに新給与条例第５条第４項及び

第５項、第７条並びに第８条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

 （海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

第１４条 暫定再任用職員で新地方公務員法第２２条の４第１項に規定する短時間勤

務の職を占めるものは、第６条の規定による改正後の海老名市一般職の職員の勤務

時間、休暇等に関する条例第２条第２項に規定する定年前再任用短時間勤務職員と

みなして、同条例の規定を適用する。 
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議案第８２号 

 

   指定管理者の指定について（海老名市立総合福祉会館） 

 

 別紙のとおり指定管理者を指定したいため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号 

）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和４年１２月１日提出 

 

 

 

                        海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 海老名市立総合福祉会館の指定管理者を指定したいため 
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指定管理者の指定 

 

 指定管理者を次のように指定する。 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称及び位置 

名称 位置 

海老名市立総合福祉会館 海老名市めぐみ町６番３号 

 

２ 指定管理者となる団体の名称及び住所 

  社会福祉法人海老名市社会福祉協議会 

  会長 前田 洋子 

  神奈川県海老名市勝瀬１７５番地の１ 

 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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議案第８３号 

 

   指定管理者の指定について（海老名市障害者第一デイサービスセンター 

   ・海老名市障害者第二デイサービスセンター） 

 

 別紙のとおり指定管理者を指定したいため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号

）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和４年１２月１日提出 

 

 

 

                        海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 海老名市障害者第一デイサービスセンター及び海老名市障害者第二デイサービスセ

ンターの指定管理者を指定したいため 
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   指定管理者の指定 

 

 指定管理者を次のように指定する。 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称及び位置 

名称 位置 

海老名市障害者第一デイサービスセンター 海老名市社家五丁目８番１６号 

海老名市障害者第二デイサービスセンター 海老名市望地二丁目２４番１号 

 

２ 指定管理者となる団体の名称及び住所 

  社会福祉法人星谷会 

  理事長 河原 雄一 

  神奈川県海老名市杉久保南三丁目３１番８号 

 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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議案第８４号 

 

   指定管理者の指定について（海老名市障害者支援センターあきば） 

 

 別紙のとおり指定管理者を指定したいため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号

）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和４年１２月１日提出 

 

 

 

                        海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 海老名市障害者支援センターあきばの指定管理者を指定したいため 
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   指定管理者の指定 

 

 指定管理者を次のように指定する。 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称及び位置 

名称 位置 

海老名市障害者支援センターあきば 海老名市上今泉六丁目１１番２０号 

 

２ 指定管理者となる団体の名称及び住所 

  社会福祉法人星谷会 

  理事長 河原 雄一 

  神奈川県海老名市杉久保南三丁目３１番８号 

 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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議案第８５号 

 

   指定管理者の指定の期間の変更について（海老名市立わかば会館） 

 

別紙のとおり指定管理者の指定の期間を変更したいため、議会の議決を求める。 

 

 

  令和４年１２月１日提出 

 

 

 

                        海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 海老名市立わかば会館の指定管理者の指定の期間を変更したいため 
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   指定管理者の指定の期間の変更 

 

 指定管理者の指定の期間を次のように変更する。 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称及び位置 

名称 位置 

海老名市立わかば会館 海老名市中新田３８３番地の１ 

 

２ 指定管理者の団体の名称及び住所 

  社会福祉法人県央福祉会 

  理事長 柴田 琢 

  神奈川県大和市中央２丁目４番８号ＳＫビル１階 

 

３ 指定の期間の変更 

  「平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで」を「平成３０年４月１日

から令和７年３月３１日まで」に変更する。 
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参考資料 

指定管理者の指定の期間の変更について 

 

１ 指定の期間を変更したい理由 

  海老名市立わかば会館内の「わかば学園」は、児童発達支援センター機能を有し

ていることから、通所を希望する児童が多く、年間を通して待機者が多くいる状況

が続いている。 

  また、同会館内の「わかばケアセンター」は、民間事業所では対応が難しい重度

心身障がい者の受入れを行っており、近年、通所を希望する重度心身障がい者が増

加している。 

  以上のことを踏まえ、施設全体の見直しが必要となっており、利用者の意向や施

設運営の実態を把握し、現在の指定管理者の意見も聴取しながら、今後の施設運営

について検討を行いたいため 

 

２ その他 

  事業者及び事業内容については、同一のまま２年間延長することとする。 
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令和４年度海老名市一般会計補正予算等（別冊） 

 

議案第８６号 令和４年度海老名市一般会計補正予算（第１１号） 

議案第８７号 令和４年度海老名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第８８号 令和４年度海老名市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第８９号 令和４年度海老名市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第９０号 令和４年度海老名市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第９１号 令和４年度海老名市公共用地先行取得事業特別会計予算 
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令和４年第４回海老名市議会定例会会期日程（案） 

会期１６日間 

 

月 日 曜日 種 別 内      容 開 議 時 刻 

１２月１日 木 本会議 開会、諸報告、議案審議、委員会付託 午前９時３０分 

１２月６日 火 委員会 
総務常任委員会 

予算決算常任委員会総務分科会 
午前９時 

１２月７日 水 委員会 
文教社会常任委員会 

予算決算常任委員会文教社会分科会 
同 

１２月８日 木 委員会 
経済建設常任委員会 

予算決算常任委員会経済建設分科会 
同 

１２月１２日 月 本会議 市政に関する一般質問 同 

１２月１３日 火 本会議 市政に関する一般質問 同 

１２月１４日 水 

本会議 市政に関する一般質問 同 

委員会 予算決算常任委員会 本会議終了後 

１２月１６日 金 本会議 委員会報告、議案審議、閉会 午前９時３０分 


